
－ 1 －

令和元年８月 少子・高齢社会対策特別委員会 開催状況
開催年月日 令和元年（２０１９年）８月７日（水）
質 問 者 日 本 共 産 党 真下 紀子 委員
答 弁 者 少子高齢化対策監 粟井 是臣

高 齢 者 支 援 局 長 古郡 修
施設運営指導課長 山本 厚志
高齢者保健福祉課長 松本 賢司

質 問 内 容 答 弁 内 容

一 介護保険について
（一）要介護認定について
１ 要介護認定に関する期間等について 【高齢者保健福祉課長】
介護保険法では、申請を受けてから３０日以内に 申請から要介護認定までに要する期間についてで

要介護認定を行うことになっておりますけれども、 ありますが、国の要介護認定情報によりますと、平
遅延傾向にあるというふうに聞いております。その 成３０年４月から９月における要介護認定申請から
ため、本来必要な介護サービスを利用できなかった 認定までに係る平均日数は、全国の３６.９日に対
り、区分変更への対応が遅れるなどの声が寄せられ し、本道は３７.３日と若干上回っており、３０日
ております。 を超える市町村数は１５４で全体の８６％、その内
道内の要介護認定までに要する期間に遅延はない ４０日を超える市町村数は３５で全体の１９％とな

のか。どのような状況か、お示し願いたいと思いま っております。
す。

２ 遅延の理由について 【高齢者保健福祉課長】
法令に基づく認定期間が守られていないという状 要介護認定に時間を要する要因などについてでござ

況がこんなに広がっていると伺って驚いておりま いますが、要介護認定は、認定調査員による調査結果
す。４０日を超える市町村も３５あるということで をもとに一次判定を行った後、介護認定審査会におき
改善が急がれるわけですけども、要因として人材不 まして、主治医意見書などを踏まえ、要介護度を判定す
足があるということも聞いておりますけども、道と る仕組みとなっておりますが、高齢化の進行に伴い、申
してはこの遅延を招く理由をどのように把握してい 請者や要介護認定者が増加し、市町村事務担当者の
るのか。また、遅延による影響についてはどのよう 事務量が増大していることに加えまして、認定調査や主
にお考えになっていらっしゃるのか伺います。 治医意見書の作成に時間を要することなどが遅延する

要因と考えているところでございます。
サービス利用者は、認定までの間、暫定介護サー

ビス計画の策定により、サービスを利用できますが、
暫定計画で想定した要介護度よりも認定結果が低く
なりますと、介護サービス費用の全部または一部が
自己負担となるなどの影響があるものと考えており
ます。

３ 今後の対策について 【高齢者支援局長】
暫定介護サービスがあるわけですけども、それで 今後の取組についてであります。道では、要介護

はやはり対応できないということと合わせて、申請 認定が適切に行われ、サービス利用申請者が必要な
者や要介護認定者が増加するという理由を挙げられ 介護を受けられることが重要と認識しておりまし
ているわけですが、２０２５年をピークに要介護者 て、これまでも、要介護認定が法定期間内に行われ
が増加していくのではないかというふうに見込まれ るよう、介護保険者への指導のほか、道が開催しま
ているわけです。ところが現場は、事務量が増えて す主治医や認定調査員の研修で働きかけを行ってき
いる。それから難しいケースの場合は審査しなけれ ているところであります。
ばならないという大変困難な中で現場では頑張って 道としましては、こうした取組を進めますととも
いるわけです。ところが、これがなかなかクリアで に、今後とも、適切な要介護認定事務の執行を介護
きないというふうに考えています。ですから、今後 保険者指導における「指導に当たっての重点事項」
増加するということが分かっているわけですから、 に位置づけまして、各市町村の現状や取組等を確認
それに対応できるよう改善する必要があると考える しつつ、必要な助言・指導を行ってまいる考えであ
ところです。道は、どのように対策をとって、法定 ります。
の３０日以内となるように改善を図ろうとしている
のか伺いたいと思います。

研修や助言・指導でこと足りるとは私は思わない
です。やはり効率化には限界があるわけで、業務量
の増加で逆に現場が疲弊することがないように、現
状を把握して対応していただきたいと思います。
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質 問 内 容 答 弁 内 容

一 介護保険について
（二）特定処遇改善加算等の活用について
１ これまでの処遇改善措置に対する対応につい 【高齢者保健福祉課長】

て 介護職員に対する処遇改善加算についてでござい
ケアマネジャーだけではなくて、介護現場は、大 ますが、介護職員処遇改善加算は、平成２４年度に

変な人手不足になっていて、深刻な問題となってい 介護職員の安定的確保及び資質の向上の観点から創
ます。きつい仕事なのに処遇がよくないことが大き 設され、平成２７年度に月額１万２千円、平成２９
な要因と指摘されてから久しく、時間が経っている 年度に月額１万円相当の改善となる更なる介護報酬
わけですけど、改善されるどころかどんどんと深刻 の改定が行われたところでございます。
な問題となっているわけです。介護職員の賃金引き こうした中、国の介護従事者処遇状況調査により
上げと、人手不足の解消は、介護サービスを安定し ますと、加算を取得した全国の事業所における平成
て提供するために喫緊の課題として解決していかな ３０年の介護職員の平均給与額は、平成２３年と比
ければならないと思います。 較し３万１，１００円増加しているものの、国の賃
国はこれまで処遇改善措置を実施してきたわけで 金構造基本調査では、平成３０年の全産業の月額平

すけれども、道としてはその効果についてどのよう 均賃金が３３万６，７００円であるのに対し、介護
に評価をしているのか伺います。 事業従事者を含む介護労働者は２５万５，５００円

と依然として低い水準であることから、道では、良
質な人材を安定的に確保するため、更なる処遇改善
が必要と認識しております。

２ 特定処遇改善加算の概要について 【施設運営指導課長】
このたび国は、介護人材確保のため、経験技能の 介護職員等特定処遇改善加算についてであります

ある職員に重点化を図って、産業平均の賃金水準の が、この新たな加算制度は、これまでの介護職員の
確保を目指しながら介護職員のさらなる処遇改善を みを対象とする加算措置に加え、介護に従事する経
進める、特定処遇改善加算を実施するということに 験・技能のある職員に対する処遇改善を更に重点的
いたしました。これは、これまでの処遇改善とどの に進めるため、本年１０月から実施されるものであ
ように違うのか。そして今回の加算措置の概要含め り、勤続年数１０年以上の経験・技能のある介護福
て説明願いたいと。 祉士の給与が、月額平均８万円以上改善されるか、

又は年収で全産業平均である４４０万円以上とな
り、前年度と比較して賃金が改善される等、一定の
条件を満たす場合に、基本サービス費に加算率を乗
ずるものです。
なお、具体的な加算の配分につきましては、「経

験・技能のある介護職員」、「他の介護職員」及び「そ
の他の職員」の３つのグループを設定し、一定のル
ールに基づき、事業者の裁量により実施することが
認められているところでございます。

３ 柔軟な運用と処遇改善の格差解消について 【施設運営指導課長】
この申請が、８月末に迫ってきていますけども、 特定処遇改善加算の取扱いについてでありますが、

なかなか現場ではこの事業をどういうのに活用する 本加算は、介護職員の確保・定着につなげていくた
のか、困惑が広がっているというふうに伺っており め、現行加算に加え、創設されたものであり、経験
ます。 ・技能のある介護職員に重点化しつつ、職員の更な
今回の問題は、この処遇改善加算をすることによ る処遇改善を行うとともに、この処遇改善の趣旨を

って、職場の中で、一方が報酬は増額するものの、 損なわない程度において、一定程度他の職種の処遇
他方は増額しないという格差が生まれて、チームケ 改善も行うことができる柔軟な運用が認められてい
アに分断が持ち込まれるのではないかと、最も避け るところでございます。
なければならない問題が生じるということなんです そのため、道では、本制度の円滑な運用が図られ
ね。介護職場での離職の原因の一つが、人間関係と るよう各事業所の裁量による柔軟な加算の配分など
いわれていますから、そこに大きく影響があるので について、国のＱ＆Ａなどの各種通知をホームペー
はないかと懸念する声が聞こえてきています。具体 ジに適時掲載するとともに、集団指導などの場を活
的に試算をしたところ、厚労省は一千億円の公費投 用し、事業者に対して、周知徹底を図ってまいる考
入で介護職員に平均的に支給した場合、９千円の増 えでございます。
額になるというふうに答えているということで、あ
る法人で、介護職員全員に分配した場合、９,３００
円、９,７００円、１万１,７００円と試算されて、
厚労省の試算どおりになっているのです。さらに月
額８万円を加算対象事業所に一人以上設定する、
この場合は、残りの職員への支給というのは、各
法人で平均２万９,０００円、３万５,０００円、
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質 問 内 容 答 弁 内 容

６万４,０００円と、これだけの格差を作らなけれ
ばいけない制度だということが明らかになりまし
て、格差が生じてチームケアに支障をきたすという
懸念が、先ほど申し上げましたとおり出てきている
わけで、大変悩ましい事態となっているわけです。
国は他の介護職員等の処遇改善にこの収入を充てる
ことができるよう、柔軟な運用を認めることを前提
にしているわけですけども、この格差が生じる中で、
柔軟な運用ということについては、道はどのように
対応していくお考えなのかを聞きたいと思います。

４ 現状に配慮した対応について 【施設運営指導課長】
厚労省の方も、先月ですか２回目のＱ＆Ａ出して 特定処遇改善加算制度についてでありますが、本加

いて、各都道府県でもそれぞれＱ＆Ａを出している 算制度における届出方法等につきましては、すでに、
んですけども、非常に難解です。それと、今集団指 各事業所に対して個別に通知しているほか、国に確
導などを活用して周知徹底を図るということですけ 認した最新情報を道のホームページに掲載し、適時
ども、Ｑ＆Ａのほかに集団指導の方は９月からとい 更新を行うとともに、その周知を図っているところ
うことで８月末の申請に間に合ってないわけですよ でございます。
ね。そうすると頼るところはＱ＆Ａと相談というこ 道では、本制度が一定程度柔軟な運用が認められ
とになるわけですけど、これがなかなか難しいと。 ていることなどから、集団指導や実地指導の場にお
その中でも、月８万円年収４４０万円このハード いて、本加算の取得を働きかけるとともに、各事業

ルが高いということで、加算措置を諦めようとして 所からの問合せなどに対し、引き続き、届出窓口と
いる事業者も出てきているというふうにお聞きをし なる各振興局を通じ、きめ細かく対応してまいる考
ております。 えでございます。
道としてどのように把握しているのか、そして加

算措置を最大限活用するというのが大事だと思うの
で、どのように取り組むのか伺いたいと思います。

５ 特定処遇改善加算に対する取組みについて 【施設運営指導課長】
きめ細かい対応によって、８月の初回の申請に間 特定処遇改善加算に対する取り組みについてであ

に合わないけれども、毎月申請できるので、それに りますが、道としては、介護職員の確保・定着を図
対応していこうという意味だというふうに思うんで るためには処遇の改善を図ることが大変重要である
すけれども、職場によって職員の状況が全く違うわ と考えておりますことから、現行加算の取得を事業
けです。経験年数が多いところもあるし、新しく始 所に対し促すとともに、新たな加算制度について、
まったり職員が辞めていったりして、経験・技能が 事業所に対し、あらゆる機会を通じて周知を図ると
蓄積された職員があまりいないというところもあり ともに、きめ細やかな相談対応などを実施し、より
ます。この加算なんですけれど、厚労省のＱ＆Ａで 多くの事業所が、この加算を取得できるよう取り組
は合理的な理由があれば、経験・技能のある介護職 んでまいる考えでございます。
員のグループを設けなくてもいいとされるなど、柔
軟な対応が可能とされているわけです。職員の状況
を十分配慮して加算申請できるようにすることが、
必要と考えるわけです。
特定処遇改善加算の効果を最大限引き上げて、人

材確保の効果を上げるために、道はどこまでを目標
にして取り組んでいくのか伺いたいと思います。

数はない、予算の範囲内でということなんだと思
うんですけど、より多くの事業者が加算を取得でき
るように取り組むということなんですが、
説明会とかは開催されないのですね、北海道ではほ
とんどね。数カ所あるというふうには聞いておりま
すけれども、やはり振興局がしっかりと相談にのる、
あるいは本庁の方でしっかりと相談にのって行くと
いうことがないと、これは非常に難しいんではない
かと思いますし、事業者が自粛するようなことがな
いように、やはり知らせていく必要があると思いま
す。
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６ 届出に対する対応について 【施設運営指導課長】
法人の状況によってですね、広域にわたって事業 届出に対する対応についてでありますが、この加

を展開している法人があります。そうした場合、対 算制度は、各事業所を所管する１４振興局や市町村
応する指定権者が多くなるわけですね。この指定権 などの指定権者に対して、届け出ることとされてお
者ごとに見解が分かれた場合というのは、どう対応 ります。
されるのでしょうか。 そのため道では、各事業所に対し、届出方法など

を通知するとともに、道のホームページ等を活用し、
幅広く周知するほか、関係する指定権者と情報を共
有し、連携しながら、統一的な対応が図られるよう
取り組んでまいる考えでございます。

６－（再） 届出に対する対応について 【施設運営指導課長】
今回の加算の一番の問題は、経験・技能の高いと 届出に対する対応についてでありますが、国のＱ

ころに、集中して加算をすると、職場に格差が生ま ＆Ａでは、経験・技能のある介護職員のグループの
れると。矛盾があると困るので、国の方はですね、 設定を行わないことや介護福祉の経験年数が１０年
先ほど答弁にありました一定のルールに基づいて事 に満たない場合等で加算が取得できる合理的理由と
業者の裁量による実施が認められるということで、 して、介護福祉士の資格を有する者がいない場合や、
指定権者が見解が違ったとしても、柔軟に対応しな 比較的新たに開設した事業所で、介護職員間におけ
ければならない、現場に矛盾を丸投げしているよう る経験・技能に明らかな差がない場合など例示され
な状況だっていうことが明らかなんですね。その矛 ております。
盾にあたって、加算を取得するときに経験・技能の 道としては、この国のＱ＆Ａや通知なども踏まえ、
ある介護職員のグループ設定、国においてはこの合 事業所や市町村等からの問い合わせに対応するとと
理的理由がある場合これを設ける必要がないなど一 もに、その対応状況を独自のＱ＆Ａ集として取りま
定の裁量が認められていますが、この合理的理由の とめ、ホームページで随時公表しているところであ
理解については、国も道の方も基準がどうなるかと り、今後とも合理的な理由に関する問い合わせも含
具体的なものは示されておりません。東京都の方で め、Ｑ＆Ａ集を更新するとともに、関係する指定権
は、事業所側から届け出のあった場合、合理的理由 者と情報を共有し、連携しながら、事業者の加算取
についてはそのまま受け入れると業界誌の中で報道 得に対し、統一的かつ柔軟な対応が図られるよう取
もされているわけです。道においては合理的理由の り組んでまいる考えでございます。
判断が、各指定権者において異なる見解となった場
合など、統一的見解で対応するということなんです
けども、道として基準をどのように設定した上で、
統一的な対応を図っていくのか。事業者に相当裁量
が任せられている中で、具体的にどういうふうに対
応してくのかお聞きしたいと思います。

非常にわかりにくいといいますか、本当にこの加
算措置の矛盾を現場に任せてそこでやりなさいとい
っているようなもので、本来の事業の目的、とにか
く平均賃金の水準まで経験・技能の高い人は上げて
いくんだという目的が、達成するよりも、全体とし
ての処遇改善を行っていく方にシフトしていってい
るんじゃないかと思うわけですね。私はその方がい
いと思うんですけども、やはり指定権者ごとに見解
が違うということになれば、事業者が混乱するわけ
でそこのところを法人とよく話し合って、柔軟に対
応していただきたいと思います。

７ 処遇改善の実効性について 【少子高齢化対策監】
私は今回の加算のように、対象を一部に限局して 今後の取り組みについてでございます。国では、

そこだけ賃金を引き上げていくということになれ 平成２４年度からこれまで数次にわたり、処遇改善
ば、職場に格差を持ち込んでお互い疑心暗鬼の中で 加算の拡充などを行ってきたところであり、道にお
働かなければならないというふうに、人間関係の悪 きましては、介護職員の確保・定着を図るため、事
化をこの制度自体がもたらす結果になってはならな 業者に対し、この新たな加算制度の活用を促すとと
いと思いますね。本来、処遇改善というのは、底上 もに、今年度から高齢者や主婦などを介護助手とし
げをはかるという形で、全体として賃金が底上げさ て雇用する事業や介護未経験者を対象とした入門的
れるように抜本的改善を今求められている状況だと 研修を実施するなど、介護人材の確保対策に取り組
思いますし、それが必要だと考えております。道は んできているところでございます。
今後、さらにどう取り組んでいくのか、伺いたいと 道といたしましては、この新たな加算制度の導入
思います。 に当たって、介護職員への更なる処遇改善がなされ
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るよう、対象となる事業所に対し、Ｑ＆Ａや各種通
知などについて周知徹底を図りつつ、届出窓口とな
る振興局等において、本年１０月から実施される本
制度への適切な対応に努めますとともに、集団指導
などの場において、継続的に加算取得を働きかける
ほか、今後とも全ての介護従事者等の処遇改善や人
材確保に向け施策の充実や必要な財政措置などにつ
いて、引き続き、国に対し要望してまいります。

介護現場は、先程の認定が遅延しているという問
題にも象徴されるように、非常に厳しい環境のもと
で、認定から介護を提供するまでどこの現場でも大
変になっているんですね。そのときに一部だけを取
り出して、アリバイ的に平均賃金に近づいたという
ようなことを国はやろうとしたんだと思うんですけ
ど、全くそれが破綻していると言わざるをえないと
思います。東京だけではなく、和歌山県の方でも、
経験・技能の高いグループを設定しなくてもいいと
いう見解を表明したようですし、やはりここは現場
とよく話し合いをしてですね、この加算措置が全体
の処遇改善につながるのかどうかということでは厳
しい面もあるとは思いますけども、上手に活用して
いただきたいと思います。
ただ、介護福祉士の皆さんは、自分たちはすごく

上がると思って期待しているわけですね、この加算
措置に対してね。だけど全体に格差が生じるから、
平均して多くの職種に加算するということになると
上げ幅が下がってしまう。それはモチベーションが
下がるんではないかと、非常に本当に悩ましい措置
だと思います。だから、こういう場当たり的なって
いったら失礼ですけどもね、政府のやり方はおかし
いと思う。抜本的に処遇改善をして、介護の働く現
場が本当に働きに合って、誇りをもって勤められる
処遇にしていくために、私たち頑張らなきゃならな
いと思いますので、一緒に頑張っていきたいと思い
ます。以上でした。


